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議案第 9 号 

 

平 2 3 都 市 計 画 第 3 0 9 号 

平成 23 年（2011 年）7 月 27 日 

山口県都市計画審議会会長  様 

  

山口県知事  二 井 関 成   

 

 

阿知須都市計画公園の変更について（諮問） 
 

下記のとおり都市計画公園を変更することについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第 2項において準用する同法第 18条第

1項の規定により、貴会の意見を求めます。 

 

記 

 

阿知須都市計画公園の変更（山口県決定） 

 

都市計画公園中 9･5･1山口きらら博記念公園を次のように変更する。 

種  別 
名    称 

位    置 面   積 備      考 

番 号 公 園 名 

広域公園 9･6･1 山口きらら博記念公園 山口市阿知須字遠石 約130.3ha 

多目的ドーム、中央広場、スポーツ広場、

休憩広場、修景施設、サッカーラグビー場、

水泳場、駐車場、広場、多目的グラウンド 

「区域は計画図表示のとおり」 
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理 由 
 
  

当公園は、ＪＲ阿知須駅の東側約 1.5ｋｍに位置しており、「山口きらら博」を記念するとともに、新しい健康づくり文化の創発拠点となる

都市計画公園として平成 18 年度に都市計画決定されています。現在は、「いのちの燦めき」を感じる自然共生型の広域公園として整備が進め

られ、広く県民に利用されています。 

この度、現公園と隣接する自然観察公園との調和を図りつつ、大規模なイベント開催や、利用者の目的に応じた自由な利用を可能とし、ま

た、災害時には、緊急物資集積・車両ターミナル等の広域輸送基地となる広場等、防災拠点としての機能を有した公園として整備するため、

公園区域を拡大しようとするものです。 
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新  旧  対  照  表 
 

旧 

 

新 

種 

 

別 

名  称 

位  置 面  積 備  考 

番 号 公 園 名 

旧 

広

域

公

園 

9･5･1 山口きらら博記念公園 山口市阿知須字遠石 約 43.6 ha 

多目的ドーム、中央広場、スポーツ広場、休

憩広場、修景施設、サッカーラグビー場、水

泳場、駐車場 

新 

広

域

公

園 

9･6･1 山口きらら博記念公園 山口市阿知須字遠石 約 130.3 ha 

多目的ドーム、中央広場、スポーツ広場、休

憩広場、修景施設、サッカーラグビー場、水

泳場、駐車場、広場、多目的グラウンド 

 
 


